
防災安全課　地域安全係 ☎・内線 1265
　　　　　　消防防災係 ☎・内線 1261

知ってナ

ん
な
の
安
心

得ッ

み

防
災
行
政
無
線
は
放
送
後
24
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
☎
68
・
７
３
１
３
）　

※
通
話
料
は
利
用
者
負
担

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

特
殊
詐
欺
や
不
審
者
発
生

情
報
は
ぴ
か
ぽ
メ
ー
ル
で

防犯　
県
警
で
は
、暮
ら
し
の
安
全
安
心
に
関
わ

る
次
の
情
報
を「
ぴ
か
ぽ
メ
ー
ル
」で
、
電
子

メ
ー
ル
配
信
し
て
い
ま
す
。情
報
は
県
警
か

ら
直
接
通
知
さ
れ
る
た
め
、不
審
者
情
報
な

ど
を
、い
ち
早
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ぴ
か
ぽ
メ
ー
ル
に
登
録
し
て
、
自
身
や

家
族
の
安
全
確
保
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

iw
ate.jp

に
空
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
と
、

　
認
知
症
の
高
齢
者
な
ど（
家
族
な
ど
の

同
意
が
あ
る
場
合
に
限
る
）の
行
方
不
明

者
手
配
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

▼
行
方
不
明
者
を
見
か
け
た
と
き
は
、
警

察
へ
の
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ぴ
か
ぽ
メ
ー
ル
の
受
信
に
は
、事
前
登
録

が
必
要
で
す
。下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
読
み
取
る
か
、
直
接

pikapo@
seian.pref.

登録はこちら

‶

〟

不
審
者
情
報

　
子
ど
も
や
女
性
に
対
す
る
声
か
け
事
案
、

不
審
者
な
ど
の
発
生
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

▼
不
審
者
の
特
定
に
結
び
つ
く
情
報
を

知
っ
て
い
る
人
は
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
前
兆
事
案
、被

害
の
発
生
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

▼
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
と
き
は
警
察
へ

の
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
空
き
家
は
所
有
者
の「
財
産
」で
あ
り
、

管
理
責
任
は
所
有
者
に
あ
り
ま
す
。

　
冬
は
、
建
物
や
立
木
か
ら
の
落
雪
に
よ

り
、
物
損（
車
・
物
置
・
カ
ー
ポ
ー
ト
の
破

損
）や
歩
行
者
の
ケ
ガ
な
ど
、
周
辺
住
民
に

迷
惑
を
掛
け
る
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

　

空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
除

除
雪
管
理
や
落
雪
対
策
で

空
き
家
の
リ
ス
ク
対
策
を

空き家雪
、
落
雪
対
策
を

行
い
、
周
辺
住
民

な
ど
に
迷
惑
を

掛
け
る
こ
と
の

無
い
よ
う
、
適
正

に
管
理
し
て
く

だ
さ
い
。

　
自
動
車
運
転
免
許
証
の
満
了
日
時
点
で
70

歳
以
上
の
人
は
、
更
新
手
続
き
前
に
、
自
動

車
教
習
所
で
高
齢
者
講
習
を
受
講
し
て
い
な

け
れ
ば
、
免
許
証
の
更
新
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
講
習
通
知
書（
は
が
き
）は
、誕
生
日
の
６
カ

月
前
に
県
公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
自
動
車
教
習
所
は
、講
習
で
大
変
混
み
合

う
た
め
、
講
習
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
す
ぐ

に
受
講
の
予
約
を
し
ま
し
ょ
う
。

70
歳
以
上
の
免
許
更
新

高
齢
者
講
習
は
早
期
予
約

交通　
誕
生
日
の
約
５
か
月
前
か
ら
受
講
可
能詳細はこちら﻿

行
方
不
明
者
手
配
情
報

特
殊
詐
欺
発
生
情
報

受
講
期
間

受
講
場
所

　
自
動
車
教
習
所（
県
外
で
も
可
）

申
し
込
み
方
法

　
年
齢
や
免
許
種
別
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
の
際
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。予
約
状
況
は
、

下
記
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
確

認
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
岩
手
警
察
署

（
☎
62
・
0
1
1
0
）

講
習
料

登
録
案
内
メ
ー
ル

が
届
き
ま
す
。
案

内
に
従
っ
て
、
登

録
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
岩
手
警
察
署

（
☎
62
・
0
1
1
0
）
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